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濟
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時

外
調
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問
題
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・
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排

マ
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ク
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説
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玄
ρ

蘇

論

叢

第
十
五
審

第
五
號

、
(掴
讐

入
申
力
脱
)

大
正
十

一
年
十

一
月
獲
行

;ハ 噂

言雨

蓋

交

通

税

の

長

短

「

戸

正

雄

緒

言

〔本
研
究

の
目
的
)

ラ

ラ

ラ

ラ

タ

ラ

第

一
段

交

逓
税

の
長
所

二

公
正
原
則
上
.
二
財
政
牧
人
上

、
三
経
済
上
濫

義
上
及
瀧
會
政
策
上

、
四
員
櫓
干
係
上
、A
本

税
に
て
13
他
税

に
て
、

(

(

(

(

(

(

ラ

ラ

　

五
行
政
上

、
値
徴
攻
容
易
及
小
盗
B
外
圃
人
課
税

の
機
會
)

(

(

ラ

ラ

ラ

ラ

ラ

コ

ラ

ラ

第
二
段

交
通
税
の
短
所

〔
一
公
正
原
則
上
、
A
艦
系
上
B
税
率
上

、
二
財
政
攻
天
上
A
牧
人
可
動
性

の
缺
乏
15
取
入
不
確
定
、
三
縄
濟
上
A
「交
通

(

(

(

(

(

(

(

更

ラ

ラ

ラ

ラ

為
紡

ぐ
ろ
こ
ピ
B
財
産
元
本
侵
蝕

の
可
能
あ
ろ
こ
芝
e
物
側
上

に
不
頁
影
響

為
興

ふ
ろ
こ

ε
D
取
引

の
安
全
為
害
す
ろ
・
;
、
偉
内
國
資
本

の
外
国

く

く

く

流
出
奄
進
め
ろ
こ
ご
町
望
ま
し
き
企
業

た
抑

ぺ
、
取
引
所
外

の
投
機
、
外
關
取
引
所
の
利
用
々
働

む
ろ
・
;
㌧句
保
隙
其
他
有
益
事
業

の
韓
遜
為
妨

(

(

ラ

ラ

ラ

ラ

き

う

ぐ
ろ
こ
ピ
四
肚
會
政
策
上
、
五
貢
櫓
.十
係
上
A
窮
屈
厄
介
B

不
況
窮
旭
時
、
六
行
政
上

.
七
道
義
上
一

(

(

(

(
.

(

(

結

論

〔全
文

の
要
旨
)

緒

言

交
通
税
の
本
質
は
前
論
交
に
説
く
所
の
如
く
で
あ
り
、
其
の
給
付
能
力
こ
の
關
係

ま
た
、
前
々
論
文

に
て
説
く

.

論

叢

交
通
税
の
長
煩

第
十
五
巻

(第
五
號

ご

六
四
五

■



論

叢

交
羅

の
難
.

第
+
五
巻

(欝
五
號

;

六
四
六

所
の
如
く
で
あ
る
。
之
に
依

っ
て
交
通
税
の
何
た
る
か
、
及
其
給
付
能
力
原
則
上
の
見
地
に
於
け
る
此
税
の
長
短

は
略
ぼ
明
か
に
せ
ら
れ
π
。
併
し
其
に
て
は
、
ま
だ
、
其
他
の
観
察
黙
よ
り
し
た
る
雑
多
な
る
長
所
短
所
が
説
か

れ
て
居
ら
滋
。
其
れ
で
今
之
を
補
充
し
て
、
以
て
交
通
税
の
理
論
的
説
明
を
先
か
ら
し
め
や
う
ε
思
ふ
。
但
し
藪

に
説
く
所
は
、
廣
義
の
交
通
税
の

一
部
を
成
す
所

の
不
勢
利
得
税
の
如
き
特
殊
な
も
の
を
別
ぜ
し
、
圭
ピ
し
て
普

通
の
交
通
税
に
就
い
て
で
め
る
。

、

、

'

、

第

一
段

交
通
税
の
長
所

↓
公
正
原
則
上
-

交
通
税
の
給
付
能
力
ビ
の
關
係
、
随
ふ
て
其
公
正
原
則
上
の
債
値

に
つ
き
て
は
、
前

々
女

に
い
ふ
如
一
で
あ
る
が
、
樹
ほ
普
通
の
交
通
税
、
.特

に
例
之
、
印
紙
税
登
錯
視

の
如
き
は
、
其
が
現
實
の
制
得
を

捉

へ
て
課
税
す

る
の
で
な
く
て
、
軍
に
交
通
に
現
は
れ
π
る
絡
慣
格

の
み
を
見
て
課
税
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ご
も
、

其
に
よ
b
射
倖
v
投
機
及
承
氣
利
得
、

つ
ま
り
不
勢
利
得
`
い
ふ
べ
き
給
付
能
力
の
比
較
的
人
な
る
物
件
を
課
す

る
の
機
會
叉
は
可
能
め
る
こ
ε
を
見
逃
し
て
は
な
ら
澱
(駐
一
)。
但
し
此
視
は
斯

の
如
き
も
の
、
み
を
課
す

る
の
で

な
く
、
兎
角
此
さ
努
力
の
.伴
ふ
も
の
ご
を
一牛
等

に
扱

ふ
の
映
黙
が
あ
り
、
特

に
不
況
時
に
は
不
労
利
得
を
課
す
る

見
込
な
く
(註
二
)
、
田
舎
の
偏
鄙
な
庭
の
土
地
な
ご
に
は
不
勢
利
得
の
乏
し
き
所
で
も
あ
る
か
ら

註
ヨ
)、
此
不
勢
利

得
課
碧

い
ふ
・
ご
が
此
税
の
強
い
薪

で
は
な
い
が
、
併
し
特
に
不
勢
羅

誓

い
ふ
べ
き
特
別
の
租
税
繋

,



「

の

齪

け

だ

虚

な

ざ

で

は

、

一
部

彼

の

税

に

よ

り

て

此

不

勢

利

得

課

税

が

行

ば

る

ご

ぜ
ふ

こ

`

は

、

無

意

義

の

こ

ε

で

は

な

い
。

」

、

(註

一
)
ソ
グ
戸
1

ば
.
進
歩
す

る
国
民
経
済
で
11
、
土
地
家
屋
の
所
有

障
ぱ
、
其
上

ろ
所

の
地
代
瓦
屋
賃
に
於
て
、
常

に
新
し
き
人
的
給
付
叉
11
資

本
使
用

な
し
に
、
叉
ば
相
當
な
ろ
此
の
加
音
も

の
な
し

に
、

[
属
文

な
ろ
牧
益
が
生
じ

、
特
に
下
ろ
所
の
利
子

に
於
て

「
暦
高
音
資
本
偵
値
が
生

じ
、
国
家
は
財
産
移
鰯
稔
等

に
よ

っ
て
、
多
少
其
よ
り
し
て
の
彼

の
共
同
的

分
前
鳥
取

ろ
こ
む
㌧
な

ろ
。
特
に
商
業
及
動
産
取
引
々
印
紙
等
の
形

に
て
次
ぎ

に
有
償
證
券
及
商
品
取
引
所
取
引
な
税
す
ろ
其
他

の
交
濫
税
の

一
大
部
も
が

・
漁
猟
利
得
税

ミ
し
て
用
立
ち
得

る
ミ
い
ひ
・

エ
ー
ペ
ル

ビ
も
馳
土
地
の
交
益
税
に
、
土
地
特

に
都
市
の
其
の
偵
絡
が
多
く
ば
所
有
者

の
働

な
し
ド
、
卯

b
承
氣
事
情

F
工
り
高
め
ら
れ

、
所
有
者

に
重
要

な
る
利
得
加
齋
ら
す
べ
音
も
の
葎
捕

捉
す
そ」篤

し
、
更

に
取
引
所
説

ド
つ
き
、
取
引
所

に
て
得
ら

る
」
利
得
が
激
氣
利
得
で
、
此
の
如
世
も
の
こ

し
て
課
税

に
特

に
適
當
な

ろ
こ
ピ
が
許
す
べ
音

で
あ

る
ミ
い
ひ
、

ロ
ァ
イ
ヤ
r
』
、
交
通
税
の
内
部
の
正
醤
の
理
白
々
、
少
く
ε
も

一
部
、
夫
の

大
材
嘩
が
其
起
源
叉
に
其

滑
加
海
員

ふ
所
の
現
賢
に
ぜ
ら

る
、
紫
黒
利
得

に
見
出
す
所
で
あ

る
ミ
い
ふ
コ

{註

=
一
ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
此

税
に
て
不
勢
承
氣
利
得
、
新
故

ろ
貸
本
集
積

か
国
庫
の
爲

め
に
利
得
し
や
う
ε
い
ふ
美
ば
し
吾
考
に
、通
例
併
し
唯
だ
國

民
讐

の
好
況
叢

る
時
暫

の
蜜

り
・
下
ろ
所
の
時
期
に
ば
悲
哉
鋲

で
め
る
ε
い
㌔

の

(設

置
じ

エ
ー

ベ
ル

ビ
に

、
田
舎

の
土
地

の
所
有

移

輯

に
て

に
、
投

機

利
得

に
關

す

ろ
11
偶

々
の
か

に
過

ぎ

ゆ

ぐ」
い
ふ
。

ラニ
財
政
牧
人
上
一

に
は
、
此
挽
が
高
き
女
睨
國
で
は
、
経
済
交
通
の
頻
繁
な
る
が
爲
め
に
、
低

い
牽
に
て
も

(
.

能

く
豊

冨
な

る
放

入
を
生

じ

(註
四
)
、
而

か
も
其
文

明
進

歩
随

ふ
て
交

通
の
獲

達

に
俘

ふ
て
、
益

々
牧
入

の
増

加

を
見

る
傾
あ

る

(註
五
)
こ
ご
は
、
洵

に
有
利
な

こ
.ξ

で
あ

っ
て
、
此
税

が
種

々
の
弱

黙
を

有

つ
に
拘
は
ら
す
、
各

国

の
之

を
栗

つ
る
こ

ご
を
敢

て
し
な

い
重
要

な
理
由

の

一
は
藪

に
あ

る
。

(註
四
)
ポ
ー
リ
ユ
ー
は
、
登
録
及
印
紙
税
に
往
々
に
し
て
、
義
務
者
々
動
戟
す
る
こ
電
な
く
し
て
、
小
費
F
て
容
易
に
互
人
な
る
金
額
を
徴
敬
す
る

論

叢

交
通
穏
の
長
短

・
」

第
†
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巻

〔第
五
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三
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論

叢

交
連
穐
の
長
短

・
.
.

第

十
五
巻

(第
五
號

四

)

六
四

入

方
法

℃
あ

る
ぐ」
い
ひ
、
シ
ヤ

ル
41
此
税
ば
進
歩
す

る
交
明
國
で
ば
益

々
堆
加
す

る
交
通
の
爲
め
、低
含
牽

に
て
ー
-財
政
上
多
取
で
あ

ろ
ざ
い
ひ
、
ロ

ッ

シ
ァ
τ
も
、
高
音
交
明
段
階
で

に
・
特
に
豊
な

み
取
入
が
交
翫
税
二
り
期
待
ゼ
ら
る
㌧
。
国
民
挫
濟
が
登
達

マ
れ
ば
す
る
ぽ
、ミ

其

分
業
が

一

履
大

ε
な
れ
ば
な

み
ほ
こ
、
断

へ
す
交
通

に
現
ば

ろ
＼
其
全
盤

の
財
産
の
部
分
が
愈

々
大
音
ぺ
な

ろ
ミ
い
ひ
、
ベ
ル
ナ
ー
も

、
交
逋
税

ば
其
攻

入

が
風
家
豫
算
の
重
要
な
元
素
で
-
財
政
上
駄
く
べ
か
ら
ざ
ろ
も
の
ζ
い
ひ
、

コ
ン
ラ
ー
ド
も

、
八
一1
現
代

に
於
げ

る
取
引
の
大
さ
に
於

て
、
其

小

な

る
税
が
大
枚
額
な
供
ず
る
こ
ミ
匡
於
て
・
此
税
か
緋
議
す

㎡
い
ふ
叫

「註
五
〕前
　註

ロ
ツ
γ
ア
i
参
照
。
面
ほ
、
プ
ァ
イ
フ
ア
ー
も
、
交
通
が
盛

ざ
な
れ
ば
盛

こ
な

み
ほ
こ
、
國
富
が
辮
進
で
れ
ば
す
ろ
ほ
こ
、
他
方

に
愈

々
多
く
此
税
が
流
入
ず
こ
い
ひ
、

ロ
ツ
ツ
も

、
此
税
が
堪

ゆ
べ
き
程
度
な
超

へ
ざ

乃
ミ
春
ば

、
上
る
所
の
国
民
経
済
⊥

の
嶺
達

ざ
共
に
、
税

の
引

上

な
し

に
自
ら
上
ろ
所
の
牧
人
な
齎
ら
マ

ご
い
ひ
、

ボ
ー
リ

ユ
ー
も
、
登
錬
及
印
紙
税
ば
国
富

の
嶺
達
に
件
ふ
傾
が
あ
る
。
否
な
文
明
國

に
於
げ

励

.

.ろ
取
引

の
数
量

が

一
般

の
富

エ
叫

』

一
層
速

か
F
塘
加

マ

る
意

味

で

は

、

一
層
多

く
滑

卸

す

ろ
傾

す
ら

あ

る
ミ

い
ふ
。

ラ一二
経
済

上
、
道
義
土

、
及
謝肛
會
歌
笛
階上
1

に
は

、
北
枕

め
る
が
爲

め

に
、
一幾
分
な
り

ε
も
軽

卒
・な

る
會
一皿
企

(
業

を
抑

へ

(董

ハ)
、
経
済

上

.
道
義
上

、
肚
會

政
策

上
不
利
を
伴

ふ
所

の
射
倖
及
投
機

を
多
少

ε
も
抑

ゆ

る
こ
ご

＼
な

る
ε

い
ふ
の
利

が
あ

る

(註
七
)
。
併

し
此

税
は

前

々
丈

に
も

い
ふ
如
く

一
般

に
も
飴

り
高

く
定

め
る

こ
ε
の

難

き
も

の
で

あ
り
、
特

に
恰

か
も
此
程

の
も

の
に
て
高

く
定

め
難

き
所

以

の
も

の
が

あ
る
か
ら

(註
入
)
、
自
然
、

夫

の
好

ま
し
か
ら
ざ

る
も
の
を
抑
止
す

る
力
は

微
弱

な
も

の
で
、
殆

ん
ご

い
ふ
に
足

り
な

い
。
實
際

界

の
大
勢

が

好
況

で
あ
る

か
、
又
は
耐
會

の
風
潮
傾
向

が
投
機
射

倖

に
向

っ
て
居

る
ε
、
此

挽
ぐ
ら

い
で
は
、
到
底
其

が
抑

へ

切
れ

る
も

の
で
な

い
。

の

(腔
内

)
ロ
ソ

シ
ア
ー
に
、
株
券
税
が
軽
卒
な

ゐ
會
冠

の
設
立

な
抑
制
で

電
い
ふ
て
居

る
。

4)識 しilieu,Traitsdelasciencedesfinances.5E

Erbschaftsstenern.(Schonberg,Hb.4A畑.503.Schall,Ve1-1,)S.7c6.Ro=.,rkehrs一,cher,a.
indirekten.a,0.S.123.Berner,UasWesenderSteuerninsl⊃60nderedel'

2Au日.S,S.4Q.Conrad,Grundrissd.Fw.112.
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503.
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耽

詮

七
)
・
ン
ラ
ー
ド
ば

、
此
秘
が
取
引
所
投
機
の
制
限

の
如
き
特
段
な

ろ
肚
會
政
策
上
の
目
晦
か
達
ず

・無

し
、

二
し

ヘ
ル
ビ
良

人
が
取
引
所
税

に
つ
壷
、
此

に
道
義
上
争

ふ
べ
き
取
引

所
射
倖

に
反
劃
し
て
影
響

す
べ
き
目
的
が
附
ゼ
ら

る
べ
し

ξ
信
じ
た
ミ
い
ふ
。

(註
八
)
ロ
ソ
シ
ア
ー
に

、
蝕
り

に
高
音
取
引
所
税
で
.、
不
利
な
差
額
取
引
か
妨
が
ん
ご
す

ろ
希
望
1正
誤
で
あ
.ゐ
。
高
き
取
引
所
枇
に
監
督
機
關

の
助

に
玉
り
て
の
み
行

ふ
べ
き
も
の
で
、
其
が
交
連
な
非
常
に
厄
介

ミ
爲
し
・
恐
ら
く
に
之
々
課
税
さ
れ
た

ろ
取
引

所
エ
リ
全
く
騒
逐
し
、
或
に
外
国

の
無
枇
の
取
引
所

へ
、
或
ば
概
観
写
べ
か
ら

ざ
る
分
散
し
た

ろ
私
交
通

へ
迫

ふ
こ
ε
こ
な
る
ざ
い
ひ
、

エ
「

ベ
ル
ヒ
も
、
取
引
所
税
な
除
り

に
引

む

上
ぐ
ろ
こ
ξ
は
多
ぐ

の
逋
脱
為
生
す

書
爲
で
。

3

叫

ラ

ラ

四
負
捲
關
係
上
I

A

に
は
北
枕
に
つ
き
人
々
に
於
て
割
合
軽
易
に
負
捲
を
威
す

る
傾
が
あ
る

(註
九
)
。
此
は

ぶ
恥

く

く

　

つ
ま
・
所
、
行
政
上
・
も
豊

原
則
・
婆

こ
歪

な
・
。
此

れ
亦
此
椀
の
長
暫

し
て
は
轟

な
も
の
≧

で

お

・
・
て
、
夫
・
給
付
・
力
・
原
…

見
・
は
若
干
・
疑
　

・
だ
か
一

・
…

拘
・
す
、
人
・
誓

器
　

　

左
ま
で
反
謝
せ
す
、
夫
の
鞍
業
者
が
瞥
業
税
反
封
に
の
み
力
を
集
中
し
て
、
此
疑
問
多
き
税
を
閑
却
す

る
の
も
、

血
㎞

勘

E

ラ

畢
竟
、
此
視
の
負
捲
威
の
軽
易
な
る
に
因

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
五
八
の
然

る
所
以
は
、

一
に
は
い
此
が
無
敷
の
直

島

鉢
.

く

　
　

々
の
項
目

に
分
散
し

て
居

る
の
ε
(註
曲
○
}、
而

か
も

句
者

件
毎

の
納
額

が
極
小
額

な
る
が
多

い
の
ご
、
圃
課

税
物

断
S

・

α

α

(

(

.

件

の
釜

々
増

加
す

る
爲

め
、
益

々
多

く
の
も
の

に
て
分
撫

さ

る

、
の
こ
写
即

ち
此
物
件

に
し

て
増

さ
な

か

っ
た
な

乱

a

む
・
・
膿

の
必
要
の
増
加
巌

ひ
墨

し
な
ぐ
て
な
畠

の
が
亘

馨

据
置
か
れ
て
も
物
件
の
黒

増
加

離m
㎝

ラ

　

ヨ

に
よ
り

て
増

牧
を
生

じ
、
夫

の
増
牽

の
必
要
な

き
を

得

る
の
ε
〔註
=

)に
印
紙

の
如

く
知
ら
ず
識
ら
す

の
問

に
出

c。
恥

(

う

し
得

る
の
形
式

を
利
用
す

る
も

の

Σ
多

い
0
ご
、
ほ

現
實

に
利
益

を
得

又
は
少

く
ε
も
現
金

を
握

つ
詑
場

合
を
捕

り
①

(

論

叢
.

交
通
税
の
長
短

第
+
五
巻

(第
五
號

五
)

六
四
九

㌔

`



論

叢

交
通
税
の
長
短

第
+
五
巻

(第
五
號

六
》

六
五
〇

ラ

ラ

挺
す

る

こ
ご
の
多

い
の
こ
(註

=
一)
、

へ
更

に
無
努
力

叉
は
不
勢
利
得
を
課
す

る

こ
ご

の
あ
る
の
ご
(駐

一
三
)、

ε
更

'、

(

に
叉
此

悦
が
物

上
負
櫓
的

に
な

る
傾
あ

る
の
ε
に
因

る
。

そ
し
て
其
物

⊥
負

播
的

ε

い
ふ
の
は
、
例
之

、
萱
買

の

場

合
に
は
、

特

に
買
手

の
方

に
て
其
買

っ
た
名
義

上

の
値

ご
北
枕

ピ
の
合

計
額

の
値
段

に
て
買

っ
た
も

の
こ
考

へ

貸
借

の
場

合

に
は
、
債

務
者

が
税

額
だ
け
利
子

の
高

く
な

っ
た
も

の
ご
考

ふ
る
傾

が

あ
る
か
ら
で
あ

る
(駐
]
四
)
.

、

〔註
九
ヲ

グ
ナ
ー
に
・
受
取
謹
、
計
算
書

」
手
形

、
小
切
手

の
印
紙
枕

に
つ
い
て
此
が
各

の
取
引
な
、
其
最
小
の
も

の
に
て
も
殆
ん
ご
無
感
知
に
課
.

す

遭
い
ひ
、
エ
ー
ペ
ル
ビ
L
、
受

取
離
脱

に
つ
さ
比

が
特
段
な

み
厄
介
浜
膣
旭
感

取
乙

に
櫓
に
ゐ
ε
い
ひ
、
ボ
!
リ

ユ
ー
も
、
登
鋒
税
印
紙
税
か

以
て
、
往

々
に
し
て
義
務
者

な
刺
戟
丁
ろ
こ
こ
な
く
し
て
徴
攻
す
ろ
の
方
法

こ
い
ひ
、

コ
ン
ラ
ー
ド
は
、
人
が
交
通
税
な
其
容
易

に
櫓

に
る
」
こ

助

ε
に

て
辯

護

す

ε
い
ふ
。

ゆ

(註

一
〇
)
ロ
ツ

シ
ヤ
ー

に

.
交

通
税

が

、
小

項
目

の
大

な

ろ
殿

に
分
解

す

る
こ

ε
心
擧
げ

て
.居

ろ
。

(註

一
一
)
シ
ヤ

ル
は

、
進

歩
す

る
交

明
国

民

に
て

11
、
益

々
増

加

す

る
交

通

に
現

ば

る
ろ
莫

大
な

ろ
額

に
よ
り

、
低

曹
率

に
て

も
財

政

上
多

牧
で

、

塒

随

ふ
て
租
税
魅
疸
の
出
來

う
だ
け

の
分
櫓

に
大
な
蝕
地

な
興

ふ
ぐ」
い
ふ
。

(註

「
二
)
コ
ッ
サ
ば
、
交
逋
税
の
微
攻
寡
易
の
説
明
ミ
し
て
、
義
務
者

が
支
佛
方
便

為
手
に
持

つ
こ
き

に
生
す

ろ
の
微
孜
々
擧
げ

・

シ
ヤ
ル
も
、
炎

通
税
に
、
財
産
が
交
漉
に
於

て
流
動
的

ε
な
り

た
る
ぐ」
き
の
瞬
間
に
跡

座
な
誤
脱
す
る
か
ら
、
此
が
租
税
支
擁
な
容
易

ミ
爲
ず
こ
い
ひ
、

エ
ー

ベ

ル
ヒ
も

不
動
産
交
逋
脱

に
關
し
、
此
が
其
償
値
及
地
代
愉
加
葎
、
其

の
新
所
有
者

へ
の
世
渡

に
際
し
遣
元
ぜ
ら

う
ろ
暁
闇
に
、
追
加
的
に
捕
捉
す

助

ざ
篤
し
、

コ
ン
ラ
ー

ド
は
、
人
が
北
枕

F
て
、
財
産
部
が
流
動
的
ご
な

っ
た

ご
き

に
捕

捉
ぜ
ら

ろ
ご
し
て
此

た
辯
護
す

ご
爲
す
o

〔註

=
子

工
ー
ベ
ル
ヒ
に
、
取
引
所
稔
に
閲

し
、
此
が
關
係
者
瓜
り
容
易

に
憺

ば
れ
得

る
こ
い
ふ
感
情
論
も
大
な
役
目
な
爲
す

ざ
し
、夏
ら
に
富
籖
及

射
倖
利
得
税
に

つ
き

、
射
倖

に
よ
両
得

ら
る
る
無
努
力
致
富
よ
り
全
禮

{国
家
)
に
分
前

畑
興
ふ
る
・
、ざ
が
、
何
等
の
困
難

な
有
た
で
叉
不
幸
が
生

畑

℃
電

炉
こ
ピ
の
感
知
も
が
此
税
の
動
機

ε
な

ろ
ピ
い
ふ
。

9)

10)

11)

正の

1り

Wagner,a.a.0.S.5;q、Elle■erg,乱.a.O.S.

C〔}nr臼d、a.a.0,S【12,

Rぐ).3chcr,a・ 乱.0・S・ 【23・

Schall,a.a.0,S.706,

C⑪ ・sa.,GI'「 脚nr1「1:5d.Fw
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〔註

一
四
)
ヘ
ツ
ケ
ル
に
、
交
通
税

に
て
も
常

に
網

税
者

に
於
て
蒼
の
螢
利
部
よ
り

「
定
の
税
部
が
取
ら

ろ
＼
が
如
き
感
知
な
生
℃
な

い
で

、
む
し
ろ

此
が
-
其
財
産
が
暁
だ
げ
實

除
的

に
に
資
本
控
除
に
よ
り
て
減
少
ぜ
ら

ろ
＼
が
如
音
考

々
生
マ

ろ
。
財
産
移
軽
視
に
、
買
手

に
に
買
慣

の
引
上

こ

し
て
、
撃

鴇

震

の
減
安

し
て
働
き
・
借
轟

の
灘

馨

霧

褄

養

債
の
翌

饗

し
て
信
用
の
讐

こ
し
て
感
誓

い
測
・

此

に

一
異
説
め
り
。
即
ち
プ
ア
イ

フ
ア
ー
ば
、
人
が
此
税
に
之
な
獅
ふ
商
工
リ
あ
ま
り
感
ぜ
ら
れ
な

い
。
何

こ
な
れ
ば
此
麗
な
佛
ふ
べ
春
買
手
に
、

(
償
.定
説

ご
の
合
計
で
)恰
も
彼

に
値

め
り
ε
見
一9
る
だ
け
為
、
既
土
地

に
挑

ふ
こ

ミ
、
な
る
か
ら
ざ
い
ふ
が
、
此
は
詭
辯
で
あ
ろ
。
税

々
播
ふ
べ

励

0

き
者
は
、
賢
に
多
く
匡
買
手
で
な
く
て
盛
手
で
、
彼
が
其
嚢
物
に
謝
し
、
税
だ
け
少
壷
代
領
海
得
ろ
こ
ミ
、
な
う
か
ら
こ
い
ふ
。

ラB
此

税
は
又
、
此
椀

の
め

る
だ
け
、
此

な
け
れ
ば

あ

る
よ
b
も
他

の
諸
税
、
例
之

、
所

得
税
牧
益
税
等

の
負

撚

(
を
軽
易

ご
す

る
ε

い
ふ
こ

ε
も
あ

る
。

(註
一
五
)此

も

此
視

の
潜

み
た

る
利
益

で
あ
る
。

瑚

〔註

[
五
)
コ
ン
ラ
ー
ド
に
、
此
税
が
他
の
稚
、
特

に
所
得
及
「財
産
税
の
資
搬
な
軽
く
す
る
の
必
要

ド
慮
ず
ミ
駕
す
。

ラ

ラ

五
行
政
上
一

A
に
は
此
税
が
徴
牧
容
易
で
、
徴
牧
費

の
割
合
に
少

い
こ
`
も
(註
=
ハ)北
枕

の
特
徴
で
あ
る
。
此

r

9
.

(

.
は

い

ふ

を

得

た

ね

ほ

ご

明

か

で

あ

る

。

(註

=
ハ
)
コ
ソ
サ
に
、
此
稔

の
徴
牧

の
容
易
及
小
費
な
る
こ
ミ
が
・
近
世

に
於
て
此

の
知
音
税
の
殆
ん
.三

股
な

ろ
普
及
生

部
に
説
明
』

一
部

ば
辯
護
す

る
理
由
で
め
る
ε
い
ひ
、
ボ
ー
リ

ュ
ー
ば
、
壷
錐
及
印
紙
税
は
往

々
に
し
て
義
務
者

麺
刺
戟
す

る
こ
こ
な
く
し
て

、
少
費
F
て
容
易

に

亘
大
な

ろ
金
額

為
徴
攻
ゴ

る
方
法
で
め
ろ
ミ
い
ひ
、
ロ
ソ
ヲ
ア
ー
も
、
交
通
税
の
徴
牧
費
は
、
少
く
ミ
も
交
通
の
大

に
繊
達
し
た
盧
で
ば
、
割
合

に
小

い
こ
暴

例

ミ
す
ミ

い
ひ
、
・
グ
ナ
i
.も
亦
、
畏
取
鐙
計
算
書
手
形
小
切
手
等
の
印
紙
税

に
つ
き
、
此
が
特
ド
骨
の
折
れ
る
、
交
蓬

々
妨
げ
.

均

且
つ
多
盟
な
る
監
督
ね
要
し
な
い
で
、
取
引
の
澤
山
か
課
す
ろ
こ
ぐ」
の
病
め
に
、
大
取
人
々
學
ぐ
う
も
の
♂
駕
す
リ

ラB
更

に
此

が
外
國
人

に
課
す

る
の
機
會
多

き

こ
ε

も

一
の
長
所

で
め

る
。
即

ち
此
税
は
内

国
に
住
居

す

る
外

国

(

醗

叢

交
通
税
の
長
短

第
十
五
巻

(第
五
號

七
)

六
五
一

14)
15)
16)
17,

Heckel,Verkehrsteuern.S.30.

Pfeiffer,a.a.{、.S・337・

COILrad,a.a.O.8.II2.

Cossa,a,a・ ひ.S.99.Beaulieu,1・c.P・503.

Wagner,a.a.αS.564.

Roscher,a.a.0.5.r23-4,



み

論

鰻

交
益
税
の
長
短
.

第
十
五
巻

〔第
五
號

八
)

六
五
二

人

の
み
な
ら
す

、
内

國

に

一
時
滞
在
叉

は
旅

行

し

つ

、
あ

る
外

囲
人

に
も
、
外

國

に
在

る
外
國

人

に
も
其

の
内

囲

交
通

に
關
す

る
だ
け

に
て
課
税
す

る
和
得

る
(註

一
七
)
。
外

國
に
あ

る
外

国
人

に
も
課
す

る

こ
ご
は
同

じ
く
徒

卒
税

だ

る
消
費
税

で
も
困
難

で
あ
る
。
大
し
な
利
益

で
は

な

い
が
、

一
の
利

益

ご

い

へ
ば
利
益

で
あ

る
。

(註
一
七
〕シ
エ
フ
レ
ー
は
.
間
接
税
ば
内
国
に
住
す
る
外
画
人
が
・
其
智
利
及
消
費
、な
以
て
、
課
税
國
の
交
通
に
干
渉
ず
る
だ
げ
に
て
此
に
員
櫓
ぜ

し
珍
ら

ゐ
あ

方
懐
で
あ
み
・・
い
ひ
、
ヅ

+
ル
に
、
交
通
税
が
蕾
ド
他

の
視
時
に
消
費
税
の
如
く
内
國

に
住
居
叉

ば
滞
在
す

ゐ
外
国

人
ね
租
税

に

潜引
く

・
、
ぐLだ

許

す

の
み
な
・b
す

、
外

圃

」
生

活

す

ろ
者

な
』

、
・地
者
が

外
部

へ
の
腹

帯

に

ゑ
り
内
聞

亦
ハ蓮

に
關
凱
ハす

う
だ
げ

に
て
瓢
…税

寸

ろ
こ

ご

か
以

て
、
其

有

利

こ

す
。第

二

段

交

通

税

の

短

所

交
通
税
に
は
古
い
ふ
如
く
色

々
の
長
所
も
め
る
が
、
併
し
此
が
反
面
に
は
短
所
も
少
く
な
く
、
或
は
此
方
が
夫

の
長
所
よ
り
も
著
し
い
も
の
＼
如
く
で
あ
る
。

ラ

ラ

一
公
正
原
則
上

一

A
に
は
先
づ
此
椀
が
完
全
な
艦
系
を
備
.へ
す
ε
い
ふ
峡
黙
が
あ
る
。
此
視
に
は
給
付
能
力
の

(

、

(

原
則

上
或
疑

問

の
あ

る
こ

ξ
ば

前

々
交

に

い
ふ
如

く

で
あ

る
が

、
此
が
何
國

に
て
も
通
例

、
歴
史
的
獲

達

に
よ

っ

て
列

べ
ら
れ
た
ま
で

ゴ
あ

ρ
て
、
好

ん
で
、
容
易

に
捕
捉

し
得

べ
く
而

か
も
割
合

多
牧

な

宥
が
如

き
も

の
を
採
用

し
π

に
止

ま

る
嫌

が
あ

る
。
随

ふ
て
杢

艦
上

,
交
通

撹

ご
し
て

の
完

全
な

る
磯

系

を
敏

く
所

で
あ

る
(註

一
人
)
。
或

は
之
を
理
論
的

に
整

理
す

れ
ば
良

い
で
は
な

い
か
ご
も

い
ふ
が
、
仔
細

に
登
録

税
印
紙

税

の

一
々
の
項
目

を
黒
松

18)Sch益 田e,S=euern,A.T.S.349.Schall,a.a.0.S.70s.

,

,



し

て
、
其
項
目

の
取
捨

猛
り
、
其

々
の
項
目

の
視

の
重

さ
の
決
定

な
り
を
考

ふ
る
ご
、
確

か
に
此

れ
な

れ
ば
合
理

的

こ

い
ひ
得

る
や
う

な
も

の
を
見
出
す

こ
ざ
は
出
來

な

い
(註

】
九
)

(註
一
八
〕
エ
i
4
ル
ビ
に
、此
税
の
實
際
、艘
系
的
の
分
類
に
困
難
で
あ
ろ
。
何
芝
な
れ
ば
此
が
採
用
を
健
が
ゴ
も
の
に
主
ぐ、し
て
財
政
上
の
理
由
で

あ

み
か
ら
・
往

・
に
し
て

莞

の
醗
系

彊

ふ
…

・
な
し

に
、
同
時

に
蝕
り

に
租
税
に
於

け
ろ
他

の
原
則

に
衝
突
す
ろ
こ
・、
な
し

に
-
大
な
ろ
収

入
な
約
す

る
が
如
き
交
通
税

な
利
用
し

た
。
交
通
枇
の
判
断

に
て
ば
初
め
二
り
之
な
統

一
め
ろ
盟
系

の
観
察
鮎
の
下

に
爲
ず
こ

ぐ、
な
断
念

し
な
く

期

て
は
な
ら

掩
。
此
栓

ば
牧
益
税

や
浩
査

税
の
如
き

一
の
購
系

な
戊
さ

ぬ
こ
い
ふ
。

詮

一
九
)
前
註

一
八
参
照
。

エ
ー

ペ
ル
・
に
・
更
.ト
此

に
て
財
産
交
連
の
各
箇
の
種
類
が
不
平
等
に
租
税
に
引

か
尊

駕

し
、
シ
ヤ
ル
も
、
全
艦

の

財
産
交
通
を
交
通
税
に
よ
り

て
捕
捉
で
る
ご
ざ
は
事
實
上
到
底
可
能
で
な

い
か
ら
、
此
が
財
産
交
疸

の
各
箇

の
方
向
の

一
方
的
貢
搬

々
生
ず
ぐ、漏

し
、
.コ
ン
ラ
ー
ド
も
、
此

に
て
ぱ
縄
籔
上
、

】
方
的
な
ろ
、
理
由
な
音
捕
捉

の
行

ば
れ

ざ
う
が
如
き
賦
課
の
完
全
心
行
ふ
ご
言
の
不
可
能
が
あ

み

き

い
ひ
、
フ
ナ
ッ
ケ
に
・
交
通
税
箕

原
別
な
き
一
;
あ

爲
め

に
・
消
犯
税

よ
り
も

肩

一
の
膿
系

ド
纏

め
ら

ろ
ゐ
…

の
能

力
が
少

い
。
此
が

或

ば
財
産
額
に
干
渉
し
-
或

ば
其
維
持

に
、
或

は
醤
利
障
、
或
ば
滑
費

に
干
渉
で
ろ
。
殆
ん
ご
往

々
に
し
て
或

一
の
税
種
な
匪
別

ぜ
し
め
な

い
つ

一
般

に
遇
税
が
高
音
統

】
な
く
、
且
つ
有
機
的
組
織
な
き

、
種

々
な

ろ
強
要
物
の
雑
然
た
る
混
合
為
成
ず
。
肋
聯
絡
な
斗
こ
、
ぐL
が
税
楠
の
滑
加

・ト

騨

よ
り
て
も
、
其
減
少
に
よ
り
て
も
改
.艮
さ
れ
な
い
。
此
が
唯
だ
分
量
的
で
あ
っ
て
非
有
機
的
で
あ
る
こ
い
.ふ
。

ラB
加

之
、
其
視
牽
も
が

之
を
公

正

に
近

か
ら
し
む

る

こ
`
が
難

い
。
眞

に
之
を
公
李

に
近
づ

け
や
う

ご
す

れ
ば
、

く
少

く
ご
も
歩

合
牽

を
探
ら
な

く
て
は
な
ら

ぬ
が
、
其

が
此
変

通
粉

で
は
既

に
恰

も
面
倒

で
あ
り
、
交
通

を
妨

ぐ

る

嫌
…あ
り

`

い
ふ
の
で
、
勢

ひ
便
宜

上
、
確

定
牽

か
階

級
牽

か
を
探

る
こ
ご
に
な

る
。
然

る

ご
き
は
愈

々
以

て
公
孕

に
蓮

か
る

こ
ご

Σ
な

る
(註
二
〇
)。
比

熱

か
ら

見

て
も

此
椀

に
は
存

在

の
疑
問

が
あ
る
。

畦

二
9

フ
ナ
ソ
ケ
ば
、人
が
血
税
に
.弐
は
物
燈
の
偵
値
.ト
顧
慮
な
く
、小
な
同
額
税
に
て
叉
に
多
少
監
督
の
出
来
る
威
で
ば
非
常
ト
緩
か
な
方
法
ト

論

叢

交
通
税
の
長
短

錯
卜
五
巻

(第
五
號

九
)

六
五
一一一

19)EIleI」erg,a.a.0・S.=91-3z=一3・

20)Eheberg,a,a,O,S.325.Schall,a.a.0.S.708.Conrad,a・a・0・S.iI2・
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論

叢

交
通
税
の
長
燈

第
†
五
巻

(第
五
號

】
Q
)

大
五
四

∂

て
上

る
所

の
率

に
て
員
撫
ぜ
し
む

ろ
こ

ご
に
て
満
足
し
な
く
て
な
ら
な
か
っ
れ
。
其
結
果
に
人
が
交
通

に
著
し
音
擾
乱
厭
く
叉
關
係
者

に
頗

ろ
感

ず

べ
き
貢
惚
な
く
し
て
、
少
か
ら
ざ
る
攻
入
か
擧
げ
た
こ
ミ
で
あ

ろ
。
併

し
此
際
如
何
に
し
て
も
平
等
叉
11
均
等

こ
い
ふ
…

尋

い
ひ
得
な
か
っ

た

ご
い
ひ

、

ロ
ソ

シ
ア
ー

も

、
定

額
印

紙

に
小

生
産

盾

及
浦
賢

者

の
数

多

き

も
の

た

不
利

ミ
す

ε
爲

し

・

エ
ー

ベ

ル

ビ
も

・

異
取
置

税

に

つ
毒

、

此

が
往

々
に
し
て
現
ば
る
＼
如
く

-
定
額
印
紙

の
形
に
て
叉
に
少
き
分
級

に
て
徴
攻
さ
ろ
き

き

は
、
此
が
不
均
等

に
小
取
引
々
貢
櫓

ゼ
し
む

ろ

…

㌔な
み
二

㌔

ラ

ラ

へ

二
財
政
牧
入
上
l

A
に
は
吸
入
の
可
動
又
は
弾
力
性
を
触
く
ビ
い
ふ
談
黙
が
あ
る
。
特

に
脛
濟
界
不
況
の
塒

(

く
に
滅

牧
を
生

じ

註
二
一
)
、
必
要

の
増

大

し
だ
る
ε
き

、
視
牽
を
増
す
も
必
ず

し
も
豫
期

の
如

き
増

版
を
得
難

き
恐

も

あ
る
。
確

か
に
其

一
弱
黙

で
あ

る
。

)

(董

こ
べ
"
ナ
ー
ば
正

税
寄

樫

橋

狸
馨

昔

興

難

奢

・
・
饗

界
・
盃

・
…

に
愛

器

農

人
が
下
・
ド

ふ
田盟

ラB
耽
人

の
不
確
叉

ば
不
定

な

る
こ
ε
も
、
亦

た
其

一
峡

黙

ε

い

へ
ば

一
鉄

黙

で
あ

る
(註
二
二
)
。
尤
も
此
は

大
抵

(
の
稔

に
見

れ
な

い
こ
ε
で
あ

る
か
ら
、

そ
し
て
之

に
封

慮
す

る
の
方
法
は
別

に
之
な
き

に
非
ず

で

め
る
か
ら

、
大

.
し
た
快
然
で
は
な

い
。

(莚

三
)
エ
ッ
シ
エ
ζ

イ
ヤ
ー
に
・
財
政
上
に
て
財
産
喪
却
稚
か
排
斥
す
べ
き
も
の
ざ
爲
し
、
其
現
出
な
、
之
が
牧
人
の
不
確
叉
11
不
定
な
み
こ

劉

ε

に
麗

く
。

ラ

ラ

三
縄
濟
上
一

A
に
は
先

づ
、
此
視
が
交
通
取
引
を
妨
げ
(註
二
三
)、
随
ふ
て
は
其
上
毫
た
る
分
業
の
獲
蓮
を
妨

(

(
げ

(註
二
四
)、
更

に
全
磯

上
、
国
民
経
済

の
獲
達

を
妨

げ
.る
。

元

来
、
交
通

は
財

を
最
良

く
利
用

し
得

る
人

の
手

に

移
す

こ
だ
で
あ

る
か
ら

、其
益

々
.盛

に
行

は
る

、
こ

ε
が
望

ま
し

い
(註
二
五
)。此

が
経
済

土
の
効
用

の
人
な

る
の
み

21)

22)

2呂)

Vockepa.a.0.S.705.Roscher,a.a..0.S.r30.

Berner,a.a..0.S.40.

Murhard,TheoriemidPollLikd、Besteuerung.S.

Ehcberg,a.a.o.s.3w.
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な
ら

ず
精

神
文
化

の
上

に
も

大
な
力

を
も

つ
の
に
、
之

を
紡

ぐ

る
の
は
面
白
く
な

い
。
此

を
妨

ぐ

る
税
を
探

る

こ
ε

は
本

来
国
家

の
寫
す

べ
き
任
務

に
反
す

ご
も

い
ひ
得

る
(註
二
六
)
。
.を
し

て
其

の
之

を
妨

ぐ

る
ε

い
ふ
の
は
、
此
視

あ

る
`
き
は

、
其

の
之
な

き
ご
き
よ
b
も

、
交
通

を
行

ふ
に

つ
き
人

々
の
手
撒

を
増
す

の
ε
、
費
用
を
増
す

の
ご

に
(註
二
七
∀因

る
。
特

に
此

税
が
高
け

れ
ば
高

き
ほ
こ
此

弊
大

に
(註
二
八
}、
公
雫

を
得

ん

ε
し

て
歩
合
牽

を
探

れ
ば
、

其

の
階
級
率

、
特

に
確
定
奉

の

ご
き
よ

り
も

一
層
多

く
交
通

の
妨
害
を
與

ふ

る
へ註
二
九
)。

(註
一
=
口「)
バ
ス
テ
ー
ブ
ル
Pμ
、
凡
べ
て
此
の
如
音
法
律
押π
鳥
肌幌
に
或
度
ま
で
取
引
の
障
碍
で
あ
ろ
ε
い
ひ
、
プ
ァ
イ
フ
ァ
ー
も
、
一般
に
四民
種
の
も

ユo

の

に
大

な

み
度

に
て
厄

介
で

、
商

業

交
通

に
罰
し
障

褥

ノ
・な

み

ε
説

く
。

(註
一酉

。
ζ

7

匡

農

が
・交
麺
∬
響

相
婁

畠

加
斎

芋

所
の
・頗
ろ
窪

し
た
身

醤

琴

鳥

金
で
め
ろ
三

綱
・

(註
二
五
)
ベ
ル
ギ
ウ
ス
は
、
±
地
の
費
却

に
障
碍
起
臥
ハ
ふ
る
凡
べ

て

の
挽
は

一
般
に
排
斥
す
。へ

き
も

の
で
め

る
。
此
の
如
き
賞
却
ば
、
財

産
炬

一

層
生
産
的

に
漏
す
ご
ε
に
貢
献
す

ろ
。
必
要

よ
り
か
任
意
よ
司
.か
壷
卸

す
ゐ
者
に
、
通
例
、
生
産
的
目
昨
に
て
財
産
よ
り
最
大

の
可
能
な

ゐ
利
益

々
學

ぐ
べ
き
方
便
叉
ば
能
力
な
き

も
の
で
あ
.b
う
。

之
に
反
し
買

手
ば
多
く
ば
具
財
産
為
改
良
す
る
意
思

な
有
し

、
且
つ
之
か
爲
し
得

る
で
あ
ら

う
。
此

故
に
此

の
如
く
買
手
に
て
財
産
が
最
大

の
債

恒
な
有
.し
且

つ
之
に
射
し
最
高
の
償
格
秘
供
し
得

る
で
あ
ら
う
。
随
て
叉
⊥
地
の
費
瑚
契
約

税
ば
決
定
的

に
有
害
で

め
ろ
こ
い
ひ
、
プ
ア
イ
ノ
ア
ー
も
・
不
動

産
交
通
が
自
由
で
め
れ
ば
あ
る
ほ
こ
愈

々
多
ミ

此
が
最
善

の

利
肚

海
鳥

す

、
、
ぐ㌧
な
知
る
者

の
年

に
入

る
べ
き
こ

ご
な
期
す

ろ
存
得
る
。
比
物

01'自
由
交
通
が
人

工
的
制
限
に
置
か
る
㌔
像
ご
、
之
か
其
自
身
及
全
龍
の
不
利

に
ま
で
、
良
く
利
用
す
る
一;
㌧な
知
ら
ざ
る
者

の
手

ト
土
地
の
止
ま
ろ
こ
ご
が
愈

々
多
く
な

ろ
ご
い
ひ
、
バ
ス
テ
ー
ブ

ル
も

、
上
地
建
物

の
如
き

電
髪
な
ろ
物
の
場
合
に
ば
、
移
鱒
穐

の
結
果

は
経
済
上

の
進
劣

妨
害
で
あ

ろ
。
生
産
の
要
素

の

一
が
最
良
く
利
用
し
得

る
人
の
所
有

に
逡
す

ろ

こ
ご
が
妨
げ
、b
れ
、
國
の
全
生
熊
が
然
ら

ざ
る
場
台
.ら

し
小
な

る
こ
ε
」
な

る
、・・
い
ひ
、
エ
ー
ベ
ル

」
も
其
多
少
著
し
き
高

さ
に
て
に
、
経
済

上
最
堪
能

な
る
入
に
±
地
の
移

る
こ
守L
だ
困
難

ぐL
す

オ
い
ふ
。
其

他
ラ
ウ
も
有
利
な

ろ
賞
罰
又

ば
其
他

の
法
律
行
爲
が
、
此
手
簸
料
(登
録
税
)
の

論

叢

交
通
税
の
長
短

第
十
五
奮

〔第
五
號

一
一
)

六
五
五

24)Bastable,Pul〕licfinance.3ed,p,582,

25)Roscher,a.a.0.S.【 ゴ5-6.

pre田1cr.a.a,0.S.338.



匿

」

論

叢

交
通
税
の
長
息

第

十
五
谷

戸第
五
號

】
二
)

六
五
六

鋤

鍋
め
止
め
ら

る
㌦
こ

ご
が
生
す

ご
帰
す
。

(註
二
六
)
フ
ナ
ツ
ケ
ば
、
交
通
税
ば
纒
濟
生
活
か
進
捗
す
べ
音
図
家

の
任
務
に
反
す

ろ
。
そ
し
て
精
留

に
解
す
れ
ば
正
に
不
道
義
で
あ

み
ε
い
ひ
・
プ

ァ
イ
フ
ァ
ー
も
・
政
府
の
任
務
に
む
し

ろ
商
業
交
通

の
毅
展

の
妹
碍

こ
な

み
も

の
か
除
く
こ
ミ
に
存
し
、
人
工
的

に
新
障
碍
為
興

ふ
み
こ
ミ
で
な

恥

い
ご
い
ふ
。
.

・

(註
二
七
V
ロ
ツ
ッ
は
、
凡
べ
て

の
交
瓶
税
で
何
人
々
結
局
税
す
べ
毒

や
に
不
確
で
あ

ろ
、
唯
だ
、
生
産

の
費
用

の
員
旙
が
現
に
ろ
㌧
こ

マ、
だ
け
が
確

購

で
あ
ろ
ミ
い
』
。

(
註
二
八
ど
ヲ

チ
に
、高
き
登
録
及
印
紙
税

が
往

・
に
し
て
流
通
な
緩
慢
且

つ
困
難
ε
爲

し
、交
易
の
嶺
連

々
妨

ぐ
み
、
・
・こ

な

奪

さ

ひ
、
ベ
ル
ナ

ー
も
・
國
民
経
済
が
高
き
交

通
税

に
よ
り
て
其
翼
達
た
妨
げ
ら
ろ
ε
駕

し
、

葦

テ
ー
ブ
ル
も
、
重
音
移
韓
税
が
或
所
有
者
よ
り
他

の
者

に
急
遽

に
移

る
こ
ε
奄
妨

～

為

し
、

ム
ル
メ

ル
ト
も

.
北
極

の
税
が
多
少
太

い
ε
吾

に
不
當
で
不
得
策
な

も
の
ミ
砿
ろ
。
典
が
自
由
交
通

の
大
な
障

碍

で

、
國

民

の
恨

値
贈

頭
力

の

可
能

的

㍑
登
蓮

た
妨
げ

、且

つ
往

々
に
し

て
国

富

に
深

青
打

撃

な
翼

ふ

ろ

か
ら

ε

い
ひ
、
ロ
ツ

シ
ア
ー

に

、
{口回
き
取

引

蹴
.

所
挽

が
交

通

」砂
非

常

に
厄
介

、・、
す

こ

い
ふ
。

)訓

(註
二
九
)
ロ
ッ
シ
ァ
ー
に
、
後
便
印
紙
ぱ
交
通
か
入
に
厄
介
ε
す
べ
し
ミ
ゼ
』
。

ラB
北
枕

に
は
叉
財
産

元
本

侵
蝕

の
可
能

が
あ

る
。
勿

論
常

に
然

る
謬
で
な

い
が

、
不

利
な

る
境

遇

に
あ

る
關
係

老

くの
ε
き
な
ご

に
は
、
確

か
に
其

だ
け
彼

の
財

産
元
本

を
減
少

し
た

こ
ε
に
な

る
〔註
三
〇
)。

(註
三
9

・
ナ
・
ケ
は
・
此
税
率

係
者

か
往

注

し
て
恰

も
不
利
な

を

音

に
課
枇
」

人
な

る
慣
値
の
場
合

に
貧

債
し
た
ろ
所
有
者
が
其
物

鳥
威
介
し
な
く
て
な
ら

澱
ご
き

ド
ぱ
、寡
易

に
其
破
滅
ミ
敵
る
。
例
之
、
費
偏
し
た

ゐ
農
業
者

、家
持
叉
に
他

の
螢
業
者
の
寡
婦
叉
ば
小
供
が
財
産

た
承
け
纈
ぎ
、
叉
11
壷
却

呵
る
ε
§

F
・
叉

ば
建
築
業
者
が
不
利
な
る
事
情

の
下
に
萱

却
ぜ

ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
ぐ、
音
ド
、
硯

が
容
易

に
干
係
者

の

純
財
産
な
侵
蝕
隅す
み
な
得

ろ
こ
い
ひ
、
ロ
ソ

シ
ア
ー
も
、
職
特
等

に
此
晩
々
高
め

る
ε
音
に
、
此
に
於
て
彊
却

ゼ
ぎ

ろ
々
借

訓ご
る
人
匹
取
り
て

一

部
の
財
産
波
故

ざ
蹴
り
得

ろ
ご
い
ひ
、

ム
ル

ハ
ル
}
に
む
し
ろ
、
此
課
税
方
法

に
て
、
人
の
所
得
で
な
く

て
、其
資
本
が
要
求
に
取
ら

ろ
ぐ」駕

し
、

26)

27)
28)
29)

30)

朧 欝 錨 誉・翻 £鰹難 麟 譜 鑑 鵬 ・

畿 灘 騰 盤 瀧ces.O、獣 愚 窪・£・8・,・・、4c..
Roscher,a.a,0.S.130.
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ア
↓

ン
沿

註

・
此
の
如
き
税
〔印
繰
逸

に
豊
際
・
其
覧
納
物
讐

高
く
℃
ろ
鹿
柵
已

三

条

よ
り
見
ら
柱

隠
て
装

用
ミ
し
て
資

鵠

木

瓜
り
佛

に

ゐ

、
な
例

こ
す

こ

い
ふ
。

q
更
ら
に
此
視
が
物
償
の
上
に
或
不
良
な
る
影
響
を
與
ふ
る
。
尤
も
此
事
は
微
妙
な
『
る
轄
嫁
に
關
す

る
か
ら

一

(
概

に
い
ひ
得

ぬ
。
叉
視
牽
軽
け
れ
ば
何
れ
に
し
て
も
大
し
た
こ
ε
で
は
な
い
が
、
此
が
可
な
り
平

な

含

、
土
地

な

ざ

で

は

買

手

に

於

て

其

に

劃

し

拙

ひ

得

る

`

思

ふ

よ

り

も

税

だ

け

安

く

で

な

け

れ

ば

買

は

諏

か

ら

、

枕

の

あ

る

だ

け

償

を

安

く

す

る

傾

を

生

で

る

(註

三

一
)
。

其

方

は

ま

だ

忍

び

得

る

が

、

日

常

の

消

費

物

、

随

,
潮
て

生

産

物

に

つ

い

て

ば

、

税

だ

け

生

産

費

の

堆

加

こ

な

っ

て

、

其

儂

を

高

く

す

る
結

果

ε

な

る

傾

が

あ

る

(註

三
二
)
。

此

の

如

き

は

生

産

政

策

上

の

み

な

ら

す

、

肚

曾

政

策

上

に

も

好

ま

し

く

な

い

。

(註
≡

ご

ム
ル

ハ
ル
ト
ば
、
各
人
が
賞
質
契
約
及
賃
貸
契
約

に
て
登
緑
税
な
考
慮

ド
こ
り
、
且

つ
萱
買
及
賃
貸
慣
格

か
此

ト
よ
り
て
定

め
な
く
て
な

ら

掩
盧
で
は
、
上
地
が
大

に
假
位
た
夫
は
な
く
て
に
な
ら

ね
ε
い
ひ
、
バ
ス
テ
ー
ブ
ル
も
、
移
輕
の
上

へ
の
重
き
.税
ば
、
此

に
從

ふ
物
の
価
値

な

低
下
す

る
結
果

な
も

つ
。
特
に
土
地
の
加
音

に
て
は
共
生

ア
ゐ
所
得

の
爲

に
買
に
れ

る
の
匹
、
租
税

の
結
果
匡
此
が
貿
手
よ
り
沸
に

る
、
だ
げ

ド

て

国
侍
ら

る
べ
き
報
酬

な
減
ず

ろ
、
.
;
」
、
な

ろ
。
且
つ
其
外
に
、
一兀
奉
加
、
揺
架

の
爲
め

に

[
層
蛍
く
費
ら
一ゐ
べ
き

も
の
ぐ、爲

ず
。
随

ふ
て
買
手
京
凡

の

ロ

ベ
て
此
等

の
元
素
か
勘
定
し
、
及

現
在
並
に
将
来

の
賃
櫓

の
全
き
重
さ
な
、魔
除
の
持
主

壷

手
)
の
上
"
置
・こ

、
、・参

想
傑

ぜ
ら

る
べ
し

・、
い
ふ
。

〔註
竃
二
〕
バ
ス
テ
ー
ブ

ル
に
、
生
産

ご
關
保
し
た
ろ
取
引
の
上
の
税
層
課
す

る
こ
ミ
に
、
其
れ
だ
げ
で
に
生
産
費

の
滑
加
で
、
之
な
生
産
者
商

人
が

一

消
費
者
に
韓
嫁
ぜ
を

・努
む

べ
き
も
の
で
あ
を

い
ひ
、

マ
イ
ル
も
、
物
品
運
送

の
課
税

5

、
は
、
固
有

の
意
義

障
於
げ

ゐ
生
産
叉
ば
商
業

の
形

鋤

に
於
げ
ろ
瞥
利
行
爲
の
生
産
費
な
高
く
ず
ろ
効
果
が
め
る
ざ
い
ふ
。

初
更

ら

に
此
税
が

取
引

の
安
全
を
害

す

る
こ
`

に
な

る
。
此
税

あ
る
ε
き
は
、勢

ひ
人

々
は

之
を

逃
れ
や
う

`
思

(

論

叢

交
通
税
の
長
短

、

第
十
五
魅

(第
五
號

一
三
)

六
五
七

31)

32)
35)

V`)cke,a.a.0、S.1q零.Roscher,a.a.0.S.126.Murbard,a.a.Q.S.24T.、

Eisenhart,KunstderBesteuerunV.S.」96.
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論

叢

交
涌
一穐
の
鑑

齪粥
十
五
谷

〔第
五
號

「
四
じ

幽ハ
五
八

.

つ

て

、

女

書

に
關

す

る

も

の

は

、

交

書

を

成

る

べ
く

省

略

し

。

取

引

の

安

全

の

爲

め

必

要

な

る

形

式

を

鹸

く

こ

ε

、
な

る

。

即

ち

取

引

の

安

全

を

害

す

る

(
一曹

三

)
。

或

は

此

は

之

を

逃

れ

や

う

ピ

す

る

當

事

者

の

自

業

自

得

ご

も

い

ひ

得

る

が

、

管

利

者

た

る

彼

等

ご

し

て

は

無

理

な

ら

澱

黙

も

あ

り

、

兎

も

角

此

税

の

一
敏

黙

で

は

あ

る

。

「註
妻

5

ロ
ッ
シ
ア
ー
に
、
此
税
が
、
女
書

に
結

可
く

ぐ」き
ば
、
其
…・同
さ
が
女
書
な
避
く
ろ
大
な

ろ
試

か
含
む
。
爲

め
に
国
民
の
秩
序
及
安
寧
が
大

に
害

ゼ
ら

ろ
㌔
こ
ご
＼
な
ろ
ピ
い
ひ
、

バ
ス
テ
ー
ヅ
ル
も
、
法
律
行
爲
税
に
於
け

ろ
高
き
税
率
が
・冠
脱
、
叉
11
必
要
な

ろ
形
式
の
等
闊
の
誘
惑

ぐ」

な
り
、
随
」ふ
て
往

々
に
し
て
要
求
横
利
が
争

こ
な

る
の
不
公
正
な
生
ず

ぐ」
い
ひ
、

エ
ー
ベ
ル
ヒ
も
受

取
謹
税

ド
つ
き
、
此
が
多
少
高

い
時

は
、
交

連
の
庖
隙

な
る
無
形
式
の
現
ば
ろ
、
危
随

め
り

ミ
い
ひ
、
プ
ア
イ
フ
ァ
ー
も
、手
形
印
紙
税

の
存

マ
ゐ
虜
で
は
、
商
業
…介
ぱ
此
多
く
の
場
合
[に
最
便

宜
な

ゐ
交
沮
方
便
な
、
他
の
不
安
な
る
不
便
献
ろ
方
法
併
し
税

の
か

」
ら
ざ
ろ
』
の
に
て
代
ふ
ろ
こ
こ
か
餓
俄
な
く
さ

う
る
。
印
紙
税
の
か
」
る

鋤

諸
他
の
カ
幽香
に
つ
い
て
も
類
似
で、あ
ろ
ご
い
ひ
、
コ
ツ
す
も
、
交
近
視
の
鉄
鰍
…ε
し
て
私
信
用
の
.損
害
な
羅
　ぐ
。

ラ㏄
此

視
は
天

、
内

國
{買
春

の
外
國
流
出

を
進

め
る
傾
が

あ
る
。
特

に
手
形
、株

、債

券
等

に
あ

ま
り

に
重

い
税
を

か
け

る

ε
、
動
的
資
本

を
税

の
低

き
外
囲

に
て
利
用

す

る
こ
8
を
拗

め
る
嫌

が
め

な
〔誠
三
四
)。

お
互

に
相

當

に
課

し
て
居

る
な
ら
ば
別

に
問
題

で
な

い
け
れ
こ
も
。

(註
三
四
∀バ
.ス
テ
ー
プ
ル
に
、
爲
替
手
形
及
商
業
用
具
「株
の
如
き
)
の
關
す
う
だ
け
で
ば
、
他
の
結
果
が
見
出
さ
る
ろ
。
租
税
が
共
謀
ぜ
ら
ろ
、
國

罰

か
ら
流
動
資
本
為
沮
放
す
ろ
傾
が
あ
ろ
ミ
い
ふ
g

ラF
更

ら

に
又
庇
挽
が
望

ま
し
き
企

業
を
掬

へ
、
取
引

所
外

の
投
機

、外

囲
取
引

所

の
利
用
を
勧

む

る
の
鉄

黙

も
あ

(
る
〔註
三
五
V。

此
は
株
や

、
取
引

所

に
課
す

る
視

が
重

い
ご

き
に
生
す

る
こ

だ
で
、
其

を
決

定
す

る

ε
き

に
相

當
注

'意

を
要
す

る
所

で
あ

る
。

34)RD5cher,a.a.O.S.126,13asヒable,1.C.P.

Pfeifrer,a.a.O.S.333.Cossa,a,a.O,S.

35)15aうtable,1.c.p.589・

582.Eheberg,a.乱.O.S.3GO.
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(註
=
孟

)
・
ソ
シ
ア
ー
罷

高
き
取
引
所
税
が
・
恐
ら
ぐ
に
取
引
な
課
税
さ
れ
た
ろ
取
引
所
よ
り
騒
逐
し
・
或
に
外
國
の
無
税
の
取
引
所

へ
或
ば
概

鋤

観

ず
㌔
へ
か
四ら
ざ
ろ
分
散
し
た
ろ
瞬
私
交
通

へ
師肥
逐
ず

守」
い
ふ
。

うに

其

れ

か

ら

此

が

保

険

其

他

の

有

益

な

る

事

業

の

獲

達

を

紡

ぐ

る

こ

ご

も

想

像

し

得

る

(註

三
六
)
。

此

等

も

少

く

ε

も

其

視

牽

の

決

定

方

に

つ

き

飴

程

の

注

意

を

要

す

る

こ

ご

で

め

る

。

(註
三
六
∀
保
隙

に
に
同
情

が
多

い
。

ロ
ッ
シ
ァ
ー
に
、
保
阪
契
約

税
に
経
済
上
の
國

民
教
育
の
見
地
エ
リ
に
凡
べ
て
悲
む
べ
昔

も
の
で
あ

る
ε
い
ひ

エ
ー

ベ
ル
ヒ
も
此
税
ぱ
保
隙

の
慈
善
的
影
響
ん
考
慮

し
て
十
分

に
匡
勧
め
ら

ゐ
㌧
々
得
す
ご
爲
し
、
フ
ナ
ソ
ケ
も
、
保
隙
匡
進
捗
及
宥
恕
の
値

め

う
も
の
で
-
之
が
課
税

に
有
害

ミ
見
倣

さ
ろ
ぐ」爲
し
、
フ
ル
カ
ー
ば
、
保
隙
か
妨
げ
ざ
ろ
爲

め
に
其
視
た
頗

ろ
低
ぐ
し
な
く

て
ば
た
ら

ね
。
叉
便

宜

な
方
法

に
て
徴
収
し
な
く
て
に
な
ら

沁
ε
い
ひ
、
パ
リ

(
1
も
、
保
険

は
輕
く

よ
り
課
し
て
は
な
ら
澱
。
此
が
用
心
深
寺
こ
ε
の
浅
示
で
あ

み

か
ら
と
い
ひ
、
。ヘ
ル
ギ
ウ

ス
も
、
八
ば
保
険

の
課
税

な
、
馬
心
深
き
こ
ピ
及
思
慮
深
き
こ
ε
の
罰

こ
し
た
。
併
し
軽
易
な
稚
ば
之

に
よ
り

て
大
牧

人
の
響

ら
ろ
毒

得
発

け
で
咲

欝

に
排
斥
す
べ
き
あ

違

な
い
奉

b
う
漏

ふ
・

　四
肚
會
政
策
上
一

に
は
此
税

が
弱
者
よ
り
撚
は
る
、
ε
い
ふ
不
都
合
な
傾
を
も

つ
。
帥
ち
物
を
萱
卸
し
な
く

(

て

は

な

ら

漁

所

の

貰

手

が

之

を

搭

ひ

、

高

利

惜

し

な

く

て

は

な

ら

ぬ
所

の
借

手

が

之

を

撚

ひ

、

物

贋

騰

貴

に
苦

し

む

消

費

者

が

之

を

推

ふ

が

如

き
.で

あ

る

(註

三
七
〉
。

(註
≡
七
)
諸
多

の
學
者
之
心
認
む
。
即
ち

フ
ナ
ソ
ケ
は
、
凡
.略、
て
の
双
務
的
交
通
出
来
事

に
於
て
此
視
が
経
済
上
の
嬲
者

に
蹄
着
す
ミ
爲
し
、
ペ
ル

ナ
ー
も
・
交
通
税
で
11
殆
ん
ご
常

匹
経
済
上

の
弱
き
當
事
者
が
員
櫓

に
任
す
・ろ
こ

ミ
」
な
ろ
こ
い
ひ
、

シ
エ
フ
レ
ー
も
、
取
51
の
締
結

に
つ
き
覇

き
方
の
雷
事
者

が
通
例

、
交
通
印
紙
海
員
ふ
で
あ
ら
う
こ
い
ひ
、
シ
ヤ

ル
も
-
往

々
に
し
て
交

通
税
が
交
逓
行
爲

に
關
保
し
た
ろ
張
著
た
ろ
蛍
事

者

よ
り
弱
者

に
韓

嫁
さ
ろ
・
・
ミ

が
倶
定
さ
れ
な
く
て
ば
な
ら

め
ご
い
ひ
、

コ
ン
ラ
ー
ド
も
、
如
何
に
多
く
責
手
が
費
債
中
に
此
税
な
計
算
し
得

ろ
か
に
力

の
.問

題
で
、
嬲
者
が
賃
櫓
々
"
受

ろ
で
あ
ら
う
ご
い
ひ
、
ロ
ッ

シ
ァ
τ
・
も
交
通
税

ば
殆
ん
ご
常

に
握
潰
上
の
黝
き
當
事
者

か
・㌧
播
ぱ

ゐ

、論

叢

交
通
税
侮
長
短
.

第
†
五
巻

(第
五
號

晶
五

》

・六
五
九

36)Roscbcr,a.a.O.S.13L

呂7)Roscher,a.a.Q,S.13LEheberg,a.a.0.S.309,Vocke,a.a,0.5.119.
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論

叢

爽
題
税
の
長
魁

第
+
五
巻

(
第
五
雛

一
六
)

六
六
〇

る
。例

之
.責
却
し
な
く
て
に
な
ら

ぬ
境
遇

に
在
る
着

工
リ
の
費
却

に
於

て
、
高
利
惜

し
な
く
て
に
な
ら

識
者

の
借
入
に
於
て
、
上

る
所
の
相
場

に

於
て
多
く
に
買
手
よ
り
、
下

ろ
所
の
相
場

に
於
て
の
貰
手
よ
り
の
如
し

ざ
い
ひ
、
プ
ア
イ
フ
ァ
ー
も

、
此
稔
が
多
く
に
不
利
な
ろ
財
産
状
態
に
あ

っ
て
其
爲
め
其
財
産
か
費
・-7
な
く

て
な
ら

ね
、随

ふ
て
む
し
ろ
租
税
宥
怒
な
畏
く
べ
誉
者

よ
り
櫓
ば

る
ピ
ぜ
ひ
、

エ
ー

ベ
ル
ビ
し
、
不
動
産
の
減
退

す

ろ
需
要

の
場
合
に
に
、
買
手
が
税
額
ん
、
歴
迫
さ
れ
た
る
皮
蛋
却
に
餓
俄
な
く
さ
れ
穴
ろ
蛍

手
に
輯

嫁
す
.、
い
ふ
。
夏
ら

に
〃
ラ
イ
ヒ
直

家
.

鐙

屋
及

土
地
々
費
卸
す

ゐ
考
ば
通
例
富
者
で
な
く
て
む
し
ろ
貧
者
で
あ
り
、
随

ふ
て
税

の
課

ぜ
ら

る
、
の
に
富
者
で
な
く
脅
者

℃
め
ろ
ε
い
ふ
.

ラ

ラ

五
負
搬
關
係
上
i

に
は
A
此
挽
あ
る
が
矯
め
に
、
人
が
交
通
を
駕
す

に
っ
き
、
窮
屈
、
監
督
厄
介
こ
い
ふ
感
知

(
.

(

も

あ
り
、
厳

罰
を
受
く

る
の
危

険
も
あ

っ
て

(註
三
八
)
、
比

熱
よ
り

し
て
は
其
負

罐
を
重

か
ら
し

め
る
。
大

し
た

こ

ご

で

は

な

い
が

、
他
方

に
於
け
る
此

税

の
大
髄
質

換
軽
易

で
あ

る
ε

い
ふ
こ
ε
を
緩

め
る
こ
ピ

、
な

る
。

(謎
三
八
)
ラ
ウ
に
・
印
紙
種
蒙

る
彊
制
が
、
窮
屈
及
監
督
厄
台

・
い
ふ
感
知
海
生
じ
、
諸
多
の
骨
折
為
生
壁

少
し
の
過
失
の
爲
め
に
罰
ゼ
ら
ゐ

謝

る
の
危
険
…海
生

鴫プ
ミ

い
ふ
。

ラB

特

に

叉

此

視

は

不

況

時

窮

迫

時

に

、

只

さ

へ
困

っ

て

居

る

人

々

に

一
層

の

歴

迫

を

奥

ふ

る

恐

が

あ

る

(註

三
九
)

(

此

税

に

於

て

負

債

が

考

慮

さ

れ

な

い

こ

ε

へ

、避
既

に

　
の

避

く

べ

か

ら

ざ

る

歴

迫

で

あ

る

(註
四
9

(註
三
九
)
エ
ー
ベ
ル
ば
、
不
尻
時

に
は
特

に
容
易

に
且

つ
蒔
く
、
愛
知
に
鹸
俄
な
く

さ
れ
た
人

々
腿
迫
す
み
こ
と
、
な
ろ
ピ
い
ひ
、
ベ
ル
ナ
ー
も

、

此
税
の
員
機

が
国
民
維
濟
の
下

ろ
所
の
時
代

に
、
.上

る
所
の
.時
代

よ
り
も

】
暦
重
く
な

る
こ
い
ひ
、

フ
ナ
ッ
ケ
に
、
此
税
は
頗
ろ
往

々
に
し
て
恰
.

も
義
務
者

の
爲
め
に
其
最
厄
介
な
ろ
時

に
佛
に
れ
な
く
て
ば
な
ら

坦
。
斯
く
て
此
視
が
彼

に
ε
り
て
恰
か
も
不
幸

甲」な
吋
得

る
ε

い
ひ
、
ラ
ウ
』
、

費
却
等
ば
往

々
に
し
て
不
利
な
事
情
の
結
果

ミ
し
て
、
例

之
、
齎
債
出
稼

の
結
果

ミ
し
て
行
に
れ
、
随

ふ
て
責

手
が
低
音
慣
格
為
得

、
此

に
て
課

蛸

徴
物
の
轄

嫌
な
も
畏
げ
な
く

て
な
ら
均
こ
い
ふ
。

鋤

(註
四
〇
)
フ
ナ
ソ
ケ
ば
、
移
韓

に
於
て
問
題
に
來

ゐ
所

の
貢
債
が
考
慮

さ
れ
な

い
こ
こ
が
、
魅
迫
的
.ト
感
冒
ら

ゐ
ミ
い
ふ
。

ラ⊥
ハ
行
政
上
一

ζ
は
相
當
監
督
上
の
面
倒
が
あ
る
(洪
四
ご
。
特
長
即
紙
税
は
殿
軍
に
銀
漏
ら
う
嬉
す
れ
ば
、
随
分
厄

く
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介

で
あ

る
。
特

に
光

視
が
高

か

つ
把
り

.
歩
合
牽

ε

な

る
ご
脱
税

の
誘
惑

が
多

く
な

っ
て

胃
層
監
督
面

倒

で
あ

る

.

金
融
四
二
)o

(註
四
ご
ラ
ウ
に
、
印
紙
税
に
つ
春
諸
多
の
場
合
に
野
間
こ
な
る
如
き
厄
介
な
立
法
為
嬰
ず
ε
い
ひ
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
に
、
受
取
置
計
算
由質
種
に
つ
き
.

勧

奨

取
引

の
大
な

る
額
の
爲

め
に
監
督
困
難
で
あ
.ろ
ε
い
ふ
。

{註
四

=
)
税
が
高

り
れ
ば
高

き
ほ
ざ
確
定
牽

遣
い
ふ
識
.ト
往
か
ず

、
歩
合
輩
に
依
ろ
の
外
な
音

こ
ε
に
な
リ

、
然
る
ε
せ
に
愈

々
多
く
監
督
面
倒

・」

馬

な

る
。

ロ
ッ
シ
ァ
ー
ば
、
税
が
高

σ
れ
ば
高

い
ほ
.ε
取
引
物
醗

の
便
値
に
百
分
率
的
に
滴
雁
ぜ
し
め
ろ
必
要
が
あ
る
。
中
等
の
高
さ
の
ピ
き

に
階

鋤

級
牽
で
+
分
で

め
つ
て
、
全
く
低

い
も
の
で
ば
、
人
頭
税
的
の
定
額

印
紙
最
便
利
で
め

ろ
ご
い
ふ
。

ラレ
唱
道
繭義
土
一

に
は
北
枕
あ
る
が
爲
め
に
、
自
ら
無
視
か
輕
税
な
る
他
種
形
式
を
装
び
、
又
は
全
く
女
書
を
止

め

く登

録
を
磨
し
て
述

枕

を
計

ら
し
む

る
の
誘
惑

が
あ
る

(註
四
三
)。
即

ち
換
言
す

れ
ば
人

々
の
道
義
、心
を
傷

は

し
む

る

・

嫌

が
あ

を
(註
四
四
)。

尤
も
此

の
如

き
こ

ご
は
多

く
の

挽

に
免

れ
な

い
所

の
共

通

野
で
は
あ

る
。

⑱

(駐
四
三
ノ
ラ

ゥ
ぼ
、
印
.紙
税
.ト
は
法
律
違

反
の
誘
惑
め
噂

こ
¢
ふ
。

(註
四
四
嘉

ー
リ

　
1
11
、
登
録
次
印
紙
税
に
は
圃
民

の
良

心
蝕
案
ず
の
鼠
姑

め
り

ε
し
、

コ
ッ
サ
も
、
此
税
の
昧
貼

こ
し
て
公
道
徳
の

損

害

な

　
の

へ

.

拳

ぐ

鴨

結

論

以
上
要
之

、
交
通

税

に
は
公
正
原

則
上
、
財

政
牧

人

上
、
脛
濟

上
、
道
義
上

、
肚
會
政
策

上
、
負
澹
關
係
上

、

行
政

上
等

に
種

々
の
長
所

は
あ

る
が
、
此

に
射

し
て
同
様
色

々
の
短
所

も

め

つ
て
、
其
中

に
て

も
特

に
経
済
上

の

観
照

の
如

き
、
肚
會

政
策
上

の
弱
黙

の
如

き
、
否
な
特

に
公

正
原

則
上

、
不
統

一
無
原
則
た

る
を
冤

れ
ざ

る
が
如

き
は
随

分
重
大
な

る
短
所

で
あ

っ
て
、
夫

の
此

に
給

付
能
力

の
存
在
は
肯

定
す

る
こ
`
が
出
来

て
も

、
荷
ほ
此

に

擧
げ

た

る
重
大
な
短
所

の
爲

め
に
、
其
椀
其
も

の

～
存

立

に
も
疑
問

あ
り

ピ
い
は
な

(
て
は
な
ら

ぬ
。

論

叢

交
描皿
船脚の
長
短

第
十
五
ぬ面
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